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（目的） 

第１条 この規則は、国立大学法人東京大学（以下「東京大学」という。）における研究

活動のオープン化に伴う研究インテグリティ及び研究セキュリティ（以下「研究インテ

グリティ等」という。）を確保するために必要な事項を定め、国際的に信頼性のある研

究環境を構築することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 研究インテグリティ 研究者等における自らの研究活動に関する必要な情報の報告

等による研究活動の透明性と説明責任の確保及び東京大学における管理体制の整備そ

の他の措置等を通じた研究の健全性及び公正性をいう。 

(2) 研究セキュリティ 外国への技術流出等につながる、外部からの不当な影響・干渉

及び重要技術の流出のリスクから研究活動を守ること（安全保障輸出管理を適切に実

施するために必要な事項として東京大学安全保障輸出管理規則（平成２３年東大規則

第３５号）に定めるものに係る事項を除く。）をいう。 

(3) 部局 東京大学基本組織規則（平成１６年４月１日東大規則第１号）（以下「基本

組織規則」という。）第３章及び第４章に掲げる組織のうち研究を実施する組織並び

に附属病院をいう。 

(4) 研究者等 東京大学の研究活動に従事する教職員及び東京大学の施設設備を利用し

て研究活動を行う者をいう。 

(5) 推進室 国際的に信頼性のある研究環境を構築することを目的として設置される組

織であって、基本組織規則第１７条第３項の規定に基づく室としてプロボストオフィ

スの下に設置される研究インテグリティ・セキュリティ推進室をいう。 

（基本方針） 

第３条 東京大学の研究インテグリティの確保に係る基本方針は、次のとおりとする。 

(1) 東京大学における研究活動を通じて起こり得るリスクを確認及び評価し、研究イン

テグリティ等の確保を適正に行う体制を整備する。 

(2) 研究インテグリティ等の確保に関わる者の責務及び責任と権限を明確化する。 

(3) 研究インテグリティ等の確保に関する教育及び研修を実施する。 

（管理責任体制） 



第４条 東京大学の研究インテグリティ等の確保に係る最高管理責任者は、総長とする。 

２ 研究インテグリティ等の確保に係る業務を総括させるため、総括管理責任者を置き、

最高管理責任者が指名する理事、副学長又は執行役をもって充てる。 

３ 総括管理責任者は、推進室と連携して研究インテグリティ等に関する業務を行う。 

４ 部局に、当該部局に係る研究インテグリティ等の確保に関し指揮させるため、部局責

任者を置き、部局の長をもって充てる。 

（研究インテグリティ・セキュリティ総括会議） 

第５条 東京大学に、研究インテグリティ・セキュリティ総括会議（以下「総括会議」と

いう。）を置く。 

２ 総括会議は、研究インテグリティ等の確保のため、次に掲げる事項に関する総括的な

審議を行う。 

(1) 研究インテグリティ等の確保にかかる学内規則の整備及び学内規則を含めた関連規

則等の周知に関する事項 

(2) 研究インテグリティ等の確保にかかる望ましくない事態の発生の防止に関する事項 

(3) 研究インテグリティ等の確保にかかる望ましくない事態の把握及び解決に関する事

項 

(4) 研究インテグリティ等の確保にかかる調査に関する事項 

(5) 研究インテグリティ等の確保にかかる部局や教職員等からの質問及び相談への対応

及び必要な助言又は指導に関する事項 

(6) 研究インテグリティ等の確保にかかる教育及び研修に関する事項 

(7) その他研究インテグリティ等の確保の推進において必要な事項 

３ 総括会議は、総括管理責任者、理事、推進室の長及び総括管理責任者が指名する者を

もって組織する。 

４ 総括会議に議長を置き、総括管理責任者をもって充てる。 

５ 総括管理責任者は、第２項の審議をふまえ、必要に応じて適切な措置について最高管

理責任者に意見を述べるものとする。 

６ 前各項に定めるもののほか、総括会議の運営に関し必要な事項は、総括管理責任者が

別に定める。 

（相談窓口の設置） 

第６条 東京大学に、研究インテグリティ等の確保に関する相談に対応させるため、相談

窓口を置く。 

（研究者等の責務） 

第７条 研究者等は、自らの研究活動の透明性を確保し、説明責任を果たすため、研究イ

ンテグリティ等の確保に関する必要な情報について部局責任者に報告する。 

２ 前項の規定による報告に関し必要な事項は、総括管理責任者が定める。 

（部局責任者の責務） 



第８条 部局責任者は、次に掲げる管理業務を実施する。ただし研究活動の円滑な遂行を

妨げないよう、柔軟な体制と運用に留意する。 

(1) 前条の報告を受けたときは、速やかに推進室に報告すること。 

(2) 部局内の研究インテグリティ等の確保のための情報を確実に把握し、推進室と連携

して研究活動の透明性を確保するとともに、望ましくない事態の発生の防止に関する

体制及び望ましくない事態の把握、改善又は発生を回避するための体制を構築するこ

と。 

(3) 部局内の研究インテグリティ等の確保に関する教育又は研修を実施すること。 

(4) 部局内の研究インテグリティ等の確保に関する業務の実施において、望ましくない

事態が生じた場合及び他の部局にまたがる事態や全学的に取り組むべき事態が生じる

など当該部局内で対処できない場合は、当該事態に係る情報その他の研究インテグリ

ティ等の確保に関する必要な情報を、総括管理責任者に報告すること。 

２ 総括管理責任者は、前項第 1 号から第 3 号の部局の管理業務を支援するとともに、同

項第１号及び第４号の部局からの報告に対処するものとする。 

３ 総括管理責任者は、必要に応じ部局責任者に対して、当該部局に所属する研究者等の

研究インテグリティ等の確保にかかる情報の提供を求めることができる。 

（守秘義務） 

第９条 第４条から第６条の規定により置かれる者又は組織の構成員及び研究インテグリ

ティ等の確保に関する情報を扱う者は、この規則に基づく手続きにより知り得た秘密を

正当な理由無く漏らしてはならない。 

（事務） 

第１０条 研究インテグリティ等に関する事務は、関係部署の協力を得て、本部研究イン

テグリティ・セキュリティ推進課において処理する。 

（補則） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、研究インテグリティ等の確保に関し必要な事項

は、別に定める。 

 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和５年５月１５日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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